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［政令指定都市で課税されている方］ 

 新税率（8％）により算出した市民税所得割額が記載さ

れており、保育料の決定に使用する税額とは異なります。 

保育料の決定に使用する旧税率（6％）で算出した所得

割額は、下記のいずれかの方法で確認してください。 

 

◆ 通知書に記載されている所得割額に 6/8を乗じて算出 

 ※ ただし、簡易的な算出方法であり、正確な金額では

無い可能性もあることから目安として使用してくだ

さい。 

◆ 旧税率による所得割額が記載されている「市・道民税

証明書」を取得 

 

［政令指定都市以外で課税されている方］ 

 記載されている市民税所得割額が保育料の決定に使用

する所得割額となります。 

 

※ 住宅借入金等特別税額控除等の減税を受けている方の場

合、保育料の決定に使用する所得割額は減税前の金額を使用

しますので、上記の金額と異なることがあります。 


